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序

文化財は、 我が国の長い歴史の中で生まれ、 今日まで守り伝えられてきた国民共有の財産で

あり、 その地域の歴史、 伝統、 文化などの理解のために欠くことのできないものであると同時

に、 将来の文化の向上• 発展の基礎をなすものであります。

とりわけ、 地中に埋もれている埋蔵文化財は、 文字資料だけでは知ることができなかった先

人の生活の様子や文字がまだなかった時代の人々の生活や文化について、 私達に多くの情報を

与えてくれます。

近年、 南相馬市内では広範囲にわたり開発の波が押し寄せつつあります。 その一方で、 長い

歴史を経て保存されてきた埋蔵文化財が一日にして失われてしまう危険性があります。 このよ

うな状況のなか、 教育委員会では、 埋蔵文化財の保護のため、 開発が行われる前に、 遺跡の範

囲や性格などの情報を得る目的で、 分布調査や試掘調査を実施しております。

開発に関しては、 これらの資料をもとに、 関係の方々及び機関と遺跡についての保存協議を

行い、 保存が困難な場合については、 記録保存のための発掘調査を実施しております。

本報告書は、 平成19年度に、 県道小浜字町線緊急地方道路整備工事に伴い失われてしまう

野馬土手について実施した発掘調査の成果報告書です。 今後、この報告書を埋蔵文化財の保護、

地域史研究のために活用していただければ、 幸いに存じます。

終わりに、 地権者の皆様をはじめ、 調査に協力いただきました方々に、 心から感謝申し上げ

ます。

平成20年3月

南相馬市教育委員会

教育長 青 木 紀 男





例 言・凡 例

1 本書は、 一般県道小浜字町線緊急地方道路整備工事に伴う野馬士手の埋蔵文化財調査報告書である。

2 発掘調査は、 南相馬市教育委員会が福島県相双建設事務所の委託により実施した。

3 発掘調査は以下の体制で実施した。

・調査主体 南相馬市教育委員会

事 務 局 南相馬市教育委員会文化財課

教 育 長 青木紀男

事 務局 長 風越清孝

事務局次長 藤原直道

文化財課長 烏中 清

主任学芸員 佐藤友之

主 事 白瀬義康

事 務補 助 萩原佐千子

調査担当 文化財課

文化財課長補佐 堀 耕平

主 任 学芸員 川田 強

主任文化財主事 荒 淑人

学 芸 員 佐川 久

嘱託学芸員 林紘太郎

• 発掘作業員 鈴木令子・鈴木時江・中島真一 • 江井新英• 生山勤• 生山玲子

・整理補助員 渡部定子

4 本報告書に掲載した文章、 挿図、 写真図版は林が執筆、 作成した。

5 本報告書の編集は、 南相馬市教育委員会文化財課が行った。

6 発掘調査に際しては次の機関から協力を得た。 記して感謝の意を申し上げる。

福島県相双建設事務所 庄司建設株式会社

7 本調査で得られた資料は、 南相馬市教育委員会で保管している。

8 本書における挿図の凡例は以下のとおりである。

(1)挿図全般

・遺構平面図・断面図の計測値については、 図10を参照とする。

・挿図の縮尺率は、 図中のスケ ー ルを参照とする。

・図中の網掛や線種の用例は、 各図中または、 同10で説明を掲載している。

・図中のアルファベットについては以下の通りである。

(2)遺構平面図

S … 石 W …木・根 K … 攪乱

・座標値は国土座標軸を基準とした数値を記載した。

・遺構の傾斜面は「TT」で表現し、 相対的に緩傾斜の部分には「了」で表現した。

• 平面図上の破線は、 オ ー バ ー ハングにより平面図上に表現できない部分に使用した。

(3)遺構断面図

• 水糸レベルは海抜標高を表記した。
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第1節 地理的環境と歴史的環境

第3項 野馬士手を取り巻く歴史的環境

南相馬市の中世・近世の遺跡は、 現在のところ 114遺跡 確認されている。 そのうち中世の遺

跡は 71遺跡 、 近世の遺跡は43遺跡確認されている。

中世の遺跡で主に 確認されているのは、 城館跡（表1-2 ~ 70)である。 これは、 その地域の

支配層が居住・執政のために築いた館や防御的機能をもった砦のような施設などを示している。

南相馬市の城館跡には，居主 ・存在時期 ・構造などの詳細が明らかにされているものがある。

城館跡のなかには、 土塁• 平場 ・堀切などの城館構造を克明に残す遺跡も存在する。

南相馬市で確認されている城館跡の中には、 中世から近世までの 当地域を支配していた相馬

氏とその一族により居住されていたものがある。 ここで登場する相馬氏とは、 平将門が始祖と

伝えられている一族であり、 下総国相馬郡を領していたことからその名がついたといわれてい

る。相篤氏は、源頼朝による文治五年(1189)の奥州藤原氏討伐の際に功名を立てたことにより、

その恩賞として奥州行方郡を与えられた。 その後元享三年(1323)に 、 一族のひとり相馬孫五郎

重胤が奥州行方郡に移住したことで 、 当地域での相馬氏の礎を築き、 幕藩体制が終了するまで

の間 、 当地域を支配することとなった。 この相馬氏が当地域に 居住した後、 城館を構えた場所

が、 小高区に位置する小高城跡(53)と原町区に位置する牛越城跡(23)である。 いずれも土塁

や堀切 、 郭などが確認されている城館跡であり、 小高城跡では中世末に此が葺かれていたこと

が確認されている。 牛越城跡は二の丸などの平場を数多く有し 、 城館跡の東西に堀切を設けて

いる。

一般民衆の生活の痕跡の見られる遺跡は、 本格的な発掘調査は行われておらず 、 現在のとこ

ろその様相は明らかにされていない。

近世の遺跡は、 今回の調査対象となった野馬上手(1)をはじめ 、 近世初頭に短期間であるが

祖馬氏が居城していた牛越城跡や生産関連の遺跡 、 墓地などが確認されている。 野馬士手につ

いては次章にてiボベる。 牛産関i車の潰跡は、 製鉄・製陶・製塩において 確認されている。 製鉄

業は、 五台山B遺跡(86)で近世たたらの跡が確認されている。 この遺跡は、 奥小卜 1中村藩が藩営

により製鉄を行っていたと伝えられている馬場鉄山に近接した場所にあり、 中村藩の製鉄所の

可能性がある。 窯業は大月平窯跡(71)より近世陶器の窯が確認されている。 この窯跡の伝承や

古文書資料はなく、 明 確な年代等については不明であるが、 当地域の近世陶器の生産を物語る

貴重な資料である。 製塩は現在のところマキノイ遺跡(111)をはじめとする数遺跡が、 小高区

の海岸周辺に確認されている。 製塩業は、 近世を通して 、 奥州中村藩の主力産業であり、 藩財

政を支える重要な特産品であった。 また 、 奥州中村藩内の海岸線は浦が発達しており、 入浜式

塩田による生産を採用しやすいという環境が整っていたことも製塩産業の発展に影響したので

あろう。 墓地や塚は、 正福寺跡(94)、 法憧寺跡(95)、 相馬家墓地(104)、 戸鳥土塚群(97)など

が確認されている。
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第2章 追跡の概要

第2章 遺跡の概要

第1節 野馬土手の構造と背景

野馬上手は、 国指定重要無形民俗文化財である「相馬野馬追」に関連した考古資料である。

この士手は、 原町区一円に広がる野馬追原（註1) を囲むように、 東西約10km X南北約3 kmの不

整楕円形の範囲に築かれている。 また、 上記の土手以外にも原町区と小高区の区界を東西に走

る野馬土手や小高区から原町区を南北方向に走る野馬士手が存在する。

これまで伝えられてきた士手の規格は、 下辺十

八尺(5.4m)、上辺六尺(1.8m)、高さ六尺(1.8m)

を測る（註2)。 また、 これまでの調査により、 土手

に堀が伴う部分があることが確認されている。 士

手と堀の断面形については、 上手は堀側の斜面が

急傾斜である台形で、 堀は底面が平坦で底に向
図4 野馬土手断面規格圏

かって内傾する逆台形を呈する。 堀は環状に築かれている野馬士手では内側（野馬追原側）、小

高区から原町区にかけて築かれている野馬土手では、 土手の西側に築かれている。 構築状態も

異なっており、 上積みの土手以外にも石垣を用いている箇所もある。 野馬土手には内外をつな

ぐ木戸が設けられている。 木戸は主要な幹線道路以外にも、さまざまな箇所に設けられており、

多い時には30箇所以上も設憤された時期もある。現在では石垣で築かれた士手が残る羽山岳の

木戸跡のみが残されている。

野馬士手が築かれた目的は、 相馬氏が奥州行方郡の地に移住した後も、 野馬追を行い続けて

いたことに求めることができる。 そもそも野馬追は『相家故事秘要集』（註3)に相馬氏の始祖と

伝えられる平将門が下総にて始めたものと伝えられている。 当資料によれば将門は下総国葛飾

郡小金原に煕を離し、 年の春夏秋に数回、 関八州の兵を集め、 甲冑を装備させ、 野馬を敵と見

なして追い回し、 軍事訓練を行っていたと記されている。 この野馬追が奥州行方郡に伝えられ

たのは元享三年(1323)に相馬菫胤が奥州行方郡に移住し、 牛越原（註4)に馬を放ち、 野馬追を

行ったことからといわれており、 これ以降、 野馬追はこの地に根付くことになったという。 こ

の野馬追は軍事訓練という面と相馬氏が崇敬する妙見信仰の祭事としての意味合いを兼ねてい

た。 そのため野馬は妙見神馬として保護され、 繁殖されていった。

江戸時代以降も野馬追は継続されていた。 この問保護されていた野馬は増加し、 野馬追原内

の民家や農耕地を荒らすようになった。 また繁殖したものの、 野馬追原西側の山地への野馬の

逃散が懸念されていたという。 そのため、 当時の藩主相馬忠胤は、寛文六年(1666)に野馬追原

の境界を定め、 野馬の民家や農耕地への侵入や野馬の逃散を防止するために野馬追原一円に環

状の土手を築いた。 これが原町区一円に残る野馬上手である。 野馬士手内には、 溜池や水路を

設け、 野馬の飲み水の便利を図ることがなされていたと伝えられている（註2) 。
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第3章 調直の概要

第3章 調査の概要

第1節 調査に至る経過と調査経過

第1項 調査に至る経過

平成16年より継続して実施されている県道小浜字町線の整備工事に伴い、 当県道の側道の建

設工事を実施することとなった。そのため平成17年度の当地における埋蔵文化財の調査成果よ

り、 野熙土手の存在が確認されているため、 今回の開発予定地においても野馬土手が存在する

ことがほぼ確実であることから、 平成19 年7月 19 日に原町区青葉町三丁目 ・ 牛来字大塚地内

の埋蔵文化財の取り扱いについて保存協議を行った。 当協議の後、 現地確認を実施し、 当工区

内には野馬士手が存在することを改めて確認し、 7月 27日の協議では、 側道の建設により野馬

土手の損壊を免れることが困難であるため、 本調査が必要となる故を福島県相双建設事務所に

伝えた。 この結果とその後の保存協議の末、 発掘通知の提出等の事務手続き並びに発掘調査の

委託契約を福島県相双建設事務所と南相馬市教育委員会との間で締結し、11 月 8 日より発掘調

査を開始することとなった。

第2項 調査経過

11月8日（木） ~9 日（金） 発掘器材、 作業用プレハブ、 仮説トイレの搬人を行う。 調査区

の現況写真の撮影を行う。 遺跡を覆っていた工事の盛土ならびに

表土を除去する。

野馬士手構築土の流出土の除去作業を行う。 終了後に野馬士手

の構築面の写真撮影を行う。

天候不順のため作業中止。

遺構平面図を作成する。

遺構平面図を作成後、 土手構築上、 堀の覆土を除去する。

掘削終了後、 堀完掘状況写真を撮影する。

遺構構築面の平面図の追加部分の作成を行う。

野馬土手の構築士の除去作業を行い、 野馬上手構築以前の表士

を確認する。 その後旧表土を除去し、 遺構完掘状況及び遺構断面

の写真撮影を行う。

11月28日（水） ~29日（木） 野馬士手の完掘状況の平面図と遺構断面図の作成を行う。

11月12日（月） ~14日（水）

11月15日（木）

11月16日（金）

11月19日（月） ~20日（火）

11月21日（水）

11月22日（木）

11月26日（月） ~27日（火）

11月30日（金） ス ー パ ー ハウス ・ 仮説トイレ等の撤去及び発掘器材の撤収を完

了する。
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第2節 発掘調蓋の成果

LI は、 現在の腐葉土等を含む黒褐色士である。 現表士である。

LIIは、 全体的に締りが弱く、 暗・ 黒褐色土と黄褐色土からなる。 堆積状況は土手の上位より

土手の堀側と裾側に厚く堆積し、 土手の上位からの流れ込んだ様子が見られる。 従って、 自然

堆積土と位置づけられることから、 土手積土が流出土したものと考えられる。

Lillは堀に堆積した上であり、 粘性が強い。 堆積状況から流水により堆積した土とLIIが変

質した上と考えられ、 いずれも自然に堆積した士である。 LIVは、 非常に締りの強い黄褐色上

が多く観察され、 締りがやや弱い暗・黒褐色土が一部見られる。 堆積状況は、 北側斜面部(a)で

は、 斜面に貼り付けるように積み上げ、 土手中央部(b)で薄く平面的に積み上げている。 これ

らの土は、 人為的な積み士であると考えられるため、 土手の構築土であると判断した。

LVは暗・ 黒褐色土であり、 LIIやLIVの下層で確認されている。 調爾区南端に広がる外側平

坦面(i)で観察されたLIIの下層で確認された黒褐色土(LV-1)は、 士手の積み土が流出する前

に堆積していることから、野馬土手の流出土(LIV-1)が堆積し始める前までの時期に表土として

捉えた。L IVの下層で確認された暗褐色土(LV-2)はやや厚めの単 一層で平面的に堆積している

ことなどから土手構築以前の表土面として解釈した。 にぶい黄褐色土(LV-3)はLV-2 の直下に

あり、 明黄褐色土(LVI-1)の粒子を多く含むことから地山前位層として捉えた。

L VIは地山であり、 LI~Vを取り除いた段階で確認された。 本調査区では、 性質の異なる

3種類の地山が確認された。 LVI-1 は明黄褐色土（ロ ー ム層）、 LVI-2 は暗赤褐色を主とする砂

質土層、 LVI-3 は暗青灰色をした岩盤である。

第2項 堆積土の状況

堆積上を除去する過程と各基本土層の詳細を記す。 まず、 土手を覆う表土(LI )を除去した。

すると士手の構築士(LIV-1 ・2·3·9)が上手の上部に観察され、 士手の構築士が流出したと考え

られる土(LII)を堀側斜面部(a)側(LII-6)と裾部(c)側(LII-1)に広がるように観察された。

次にLIIの除去行い、 LIIの堆積状況を観察した。 土手中央部(b)から裾部(c)にかけてやや

締りの弱い黄褐色土(LII -1·2·3·4)が確認された。 堀側斜面部(a)から堀に向けて堆積してい

るのは主として暗・黒褐色土(LII-5 ~ 15)であり、 一部黄褐色土(LIV-6)が見られた。 堀側に

堆積していた土(LII-11 ~ 15)は粘性が強く、 特に堀堆積土(Lill)の直上では、 グライ化し白

色粘土を含む土(LII-13 ~ 15)が観察された。

L IIを除去すると堀の堆積土(Lill)と土手の構築土(LIV)、 野馬土手構築後の表土(LV-1)が

確認された。 調査はLillを除去し堀の確認に努めた。 Lillは、 灰色(Lill-3·5)・暗青灰色(Lill-

1·2·4·6)の粘質土である。 各層とも締りが強く、ロ ー ム粒子や暗赤褐色粒子が含まれている。 ま

た、 Lillは1·2 層に細分され、 このLillを除去することで基盤層 (LVI -3) を確認し、 堀を完掘

した。

この時点で、 土手(LIV)に堀が伴うことが把握された。 次にLIVを除去し堆積状況を確認した。

上位(LIV-1 ~ 6·8 ~ 11)は、 締りが緩く不規則な堆積状況を示す。 堀側斜面部(a)付近では、 暗 ・

黒褐色士(LVI-1·4·5·7·8)、 裾部(c)付近には黄褐色土(LIV-2·3·6·9 ・10·11)が堆積していた。
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第5章 まとめ

今回調査した野馬上手において、 構築時の規模を示す計測値は、 上手では下辺幅（②・③）、 士

手斜面傾斜角度（⑬• ⑭ )であり、 堀では下幅（⑤)、 側壁傾斜角度（⑮•⑯)である。 土手は、 基本

的な規模として「上辺六尺(1.8m)、 下辺18尺(5.4m)、 高さ六尺(1.8m)」という規格が示さ

れており、 今回調査した野馬土手の規模との比較検討を実施する必要性があったが、 調査より

得られた数値が、崩落による残存値（⑨）であったり上辺幅とする部分が残存していないという

状況から、 比較検討を行うことが困難であると判断した。 ただし、 構築時の下辺幅と判断した

②•③については、 基本的な土手の規格と比較すると、 ③はほぼ一致し、②はlm近く広いこと

が確認された。 これより土手は、 必ずしも基本的な土手の規格にあわせて構築していない可能

性が指摘できる。 しかし、 この指摘の要因は今回の調査では解明できなかった。

次に野馬土手の構造と上手・堀の形態について見てみよう。 今回調倉した野馬上手には、 土

手に堀（野馬追原側）が伴う。 これは原町区に築かれている環状の野馬士手に一般的に見られる

構造であり、 当地区もその一部であることから、 構造的に特出した点は無い。 上手と堀の形態

については、 土手は頂点がやや堀側に歪んだ半円形であり、 堀は内傾する角度がきつい逆台形

の部分(c-c')と緩い傾斜の部分(a-a')が見られる。 上手は上辺部分の崩落により上部が弧をな

すが、 基本的な上手の断面形を参考にすると、 構築当時は台形であったと考えられる。 加えて

⑬・⑭の角度をもとに士手の斜面を形成すると上辺が掘側に偏った台形となる。よって土手は堀

側に急な斜面をもつ台形であった可能性が指摘できる。 堀は、 内傾角度の急な逆台形の部分

(c-c' )と緩やかに立ち上がる部分(a-a')がある。 前者は形状より箱薬研堀であると考えられる

が、 後者は形状より同様の堀ではない可能性が指摘できる。 堀の機能的な面（水路や水飲み場

など）を考えることができるが、 この形状の違いの要因は今回の調査では解明できなかった。

最後に構築状況について見てみよう。 堆積状況を見ると士を積む以前に旧表士と地山をL字

状に掘削している箇所がaと C の部分で見られた。 aで見られる掘削は、 土を積む斜面を段状

にするために行ったと考えられ、 この段によって積み士が堀に崩落するのを防ぐために施され

たものと考えられる。 C での掘削については、 今回の調査では解明することができなかった。

ただし、 この掘削した部分を上手外側の下端とし、 上手下辺幅を測ると③の値となり、 基本的

な土手の下辺幅にほぼ一致することが指摘できよう。 積み土は、aでは非常に固く締まった黄

褐色士を厚く積み上げており、b~cでは黄褐色土と暗・黒褐色士を版築状態で積み上げている。

これらの状況より、 崩落防止策を施し、 士手の各部分において使用する土や積み方を変えるこ

とにより、士手を築いていることが理解できよう。 堀は土手を構築する以前に掘削されている。

しかし、 b-b'とc-c'で見られるように構築状況の違いが見られるが、 その要因は不明である。

以上が今回の野馬土手の調査により得られた所見である。 今回の調査が、 今後の野馬士手の

研究や文化財としてのより良い活用と保存を促すことができることを願い、 まとめとする。

15 



第1節 調査所見と展望

参考文献・引用文献

竹島国基ほか1974『原町市史』 福島県原町市

岩崎敏夫1981『相馬野馬追史』 相馬野馬追保存会

玉川 一郎1988『野馬土手跡範囲確認調資報告書』 原町市教育委員会

堀耕平ほか1995 ~ 2005『原町市内遺跡発掘調査報告書』 I~X 福島県原町市教育委員会

堀耕平ほか2000 ~ 2002『県営高平区ほ場整備事業関連遺跡発掘調査報告書』 I ~ III 福島県原町市教育委員会

工藤雅樹ほか2000『鹿島町史』第6巻 原始・古代・中世編 福島県鹿島町

西徹雄ほか2000『図説相馬・双葉の歴史』株式会社郷土出版社

西徹雄ほか2004『原町市史』第10巻 特別編III「野馬追」 原町市

原町市市史編纂委員会編2005『原町市史』第8巻 特別編I自然 原町市

荒淑人ほか2006 ~ 2007『南相馬市内遺跡発掘調査報告書』 I ~ III 福島県南相馬市教育委員会

南相馬市博物館2006『野馬追たんけん隊』

南相馬 市2006『おだかの歴史入門』［おだかの歴史 特別編3] 南相馬市

（財）いわき市教育文化事業団2007『大塚遺跡・野馬土手』 福島県南相馬市教育委員会

16 



写 真 図 版















南相馬市埋蔵文化財調査報告書 第9集

野 馬 士 手

ー近世牧跡の調査一

印刷 2008年3月9 日

発行 2008年3月19日

編 集 福島県南相馬市教育委員会 文化財課

発 行 福島県南相馬市教育委員会

〒975-0012

福島県南相馬市原町区三島町二丁目45番地

印刷所 株式会社 まつざき印 刷

〒979 - 1525 

福島県双葉郡浪江町大字高瀬字根木内100


	文書名南相馬第9集 (2).pdf
	南相馬第9集　修正中.pdf
	文書名南相馬第9集 (1)-4.pdf
	文書名南相馬第9集 (1)-3.pdf
	文書名南相馬第9集 (1)-2.pdf
	文書名南相馬第9集 (1).pdf
	南相馬第9集　修正中.pdf
	文書名南相馬第9集 (1)-8.pdf
	文書名南相馬第9集 (1)-7.pdf
	文書名南相馬第9集 (1)-6.pdf
	文書名南相馬第9集 (1)-5.pdf
	文書名南相馬第9集 (1)-4.pdf
	文書名南相馬第9集 (1)-3.pdf
	文書名南相馬第9集 (1)-2.pdf
	南相馬第9集　修正中.pdf
	南相馬第9集　修正済み.pdf
	南相馬第9集 (1).pdf
	南相馬第9集 (2).pdf

	文書名南相馬第9集 (2)-4.pdf
	文書名南相馬第9集 (2)-3.pdf
	文書名南相馬第9集 (2)-2.pdf
	文書名南相馬第9集 (2).pdf




